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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
著
作
権
関
連
事
件
の
準
拠
法
と
い
う
問
題
を
中
心
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
学
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
通

じ
、
日
本
法
に
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
日
本
に
お
い
て
は
、
著
作
権
関
連
事
件
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」）
に
明
文
規
定
が
な
い

た
め
、
準
拠
法
決
定
に
つ
い
て
解
釈
論
が
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
れ
ま
で
の
裁
判
実
務
で
は
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
①
著
作
権
関
連
事

件
に
関
す
る
抵
触
規
則
の
法
源
で
あ（
1
）り、
次
に
、
具
体
的
な
問
題
と
し
て
、
②
著
作
物
の
原
始
的
帰
属
の
準
拠（
2
）法、
③
著
作
権
の
譲
渡
の

準
拠（
3
）法お
よ
び
④
著
作
権
侵
害
の
準
拠（
4
）法な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
学
説
上
、
公
衆
送
信
権
の
準
拠
法
や
著
作
者
人
格
権
と
い
っ
た

個
別
類
型
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
、
学
説
お
よ
び
裁
判
例
の
立
場
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
更
な
る
議

論
が
求
め
ら
れ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
著
作
権
関
連
事
件
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
源
と
し
て
、
①
共
通
法
（D

roit com
m
un

）、
②
条
約
法
お
よ
び

③
共
同
体
法
と
い
う
三
つ
の
層
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
下
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
、
条
約
法
お
よ
び
共
同
体
法
に
関

す
る
議
論
は
、
共
通
法
に
関
す
る
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
共
通
法
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
条
約
法

お
よ
び
共
同
体
法
に
つ
い
て
必
要
な
範
囲
で
適
宜
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
著
作
権
関
連
事
件
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
お
け
る
本
（
源
）
国
法
（lex loci 

orig

（
5
）

inis

）
と
保
護
国
法
（lex loci protectio

（
6
）

nis

）
の
適
用
範
囲
お
よ
び
そ
の
解
釈
、
衛
星
放
送
の
準
拠
法
、
著
作
隣
接
権
の
準
拠
法
や
著

作
者
人
格
権
の
準
拠
法
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
日
本
の
論
点
と
類
似
し
た
部
分
が
あ
る
一
方
（
例
え
ば
、
原
始
的
帰
属
、

著
作
権
侵
害
や
著
作
者
人
格
権
の
準
拠
法
な
ど
）、
日
本
で
ま
だ
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
（
例
え
ば
、
著
作
隣
接
権
の
準
拠
法
）。
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ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
、
著
作
権
の
準
拠
法
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
体
系
的
に
紹
介
す
る
先
行
研（
7
）究が
多
く
な
い
。
そ
の
た
め
、

著
作
権
関
連
事
件
の
準
拠
法
に
つ
い
て
体
系
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
般
的
に
著
作

権
の
譲
渡
に
関
す
る
問
題
は
、
契
約
準
拠
法
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
特
に
著
作
権
の
譲
渡
に
関
す
る

議
論
に
触
れ
な
い
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
状
況
を
概
観
し
、
学
説
の
議
論
の
前
提
と
な
る
法
源
お
よ
び
判
例
に
つ

い
て
簡
潔
に
触
れ
る
（
二
）。
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
す
る
（
三
）。
最
後
に
、
学
説

上
の
諸
論
点
を
ま
と
め
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
方
向
性
お
よ
び
日
本
法
へ
の
示
唆
を
述
べ
る
（
四
）。

二
　
関
連
規
定
お
よ
び
判
例
の
概
観

　
本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
、
本
章
で
は
そ
の
前
提
と
な
る
法
源
お
よ
び
判
例
に
つ
い
て
概

観
す
る
。

㈠
　
関
連
規
定

1　

共
通
法

　
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
著
作
権
の
準
拠
法
に
関
す
る
制
定
法
上
の
抵
触
規
則
は
存
在
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
に
お
い

て
は
、
抵
触
規
則
と
な
り
う
る
規
定
が
複
数
存
在
し
て
い
る
。

　
第
一
は
、「
互
恵
原
則
」
と
呼
ば
れ
る
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
他
国
が
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
公

表
さ
れ
た
著
作
物
に
十
分
で
有
効
な
保
護
を
提
供
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
国
で
最
初
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
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産
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
と
定
め
て
い
る
。
同
条
の
た
だ
し
書
き
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
物
の
同
一
性
及
び
著
作
者
の
地
位
を
害

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

　
第
二
は
、
衛
星
放
送
に
関
す
る
複
数
の
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
条
三
項
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の

一
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
二
条
、
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
第
Ｌ
．
一
二

二
の
二
条
三
項
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
一
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
二
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
三
条
は
著
作
権
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
一
方
、
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条
は
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規

定
に
は
、
衛
星
放
送
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
上
演
・
演
奏
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
複
製
行
為
に
関
連
す
る
場
合
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
知
的

財
産
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
定
め
て
い
る
。

2　

条
約
法

　
条
約
法
で
は
、
著
作
権
に
関
す
る
主
要
な
法
源
は
ベ
ル
ヌ
条
約
で
あ
る
。
一
九
〇
八
年
ベ
ル
リ
ン
改
正
条
約
で
は
、
内
国
民
待
遇
（
第

五
条
）
が
明
文
化
さ
れ
、
一
九
七
一
年
パ
リ
改
正
条
約
で
は
、
第
五
条
二
項
が
、「
保
護
の
範
囲
及
び
著
作
者
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め

著
作
者
に
保
障
さ
れ
る
救
済
の
方
法
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
専
ら
、
保
護
が
要
求
さ
れ
る
同
盟
国
の
法
令
に
よ
る
」
と
規

定
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
規
定
は
抵
触
規
則
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ベ
ル
ヌ
条
約
で
は
、「
本
国
」
法
を
指
定
す
る
規
定
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
第
一
に
、
第
五
条
三
項
は
、「
著
作
物
の
本
国
に

お
け
る
保
護
は
、
そ
の
国
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
定
め
る
。
第
二
に
、
第
二
条
七
項
本
文
は
、「
本
国
に
お
い
て
専
ら
意

匠
と
し
て
保
護
さ
れ
る
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
他
の
同
盟
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
に
お
い
て
意
匠
に
与
え
ら
れ
る
特
別
の
保
護
し
か
要
求

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
、
同
項
の
た
だ
し
書
き
は
、「
そ
の
国
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
特
別
の
保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

そ
れ
ら
の
著
作
物
は
、
美
術
的
著
作
物
と
し
て
保
護
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
（
学
説
上
、「
芸
術
品
統
一
性
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
）。
第
三



フランス国際私法における著作権関連事件の準拠法に関する一考察

125

に
、
第
七
条
八
項
本
文
は
、
保
護
期
間
に
つ
き
原
則
と
し
て
保
護
国
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
同
項
た
だ
し
書
き
は
、

「
保
護
期
間
は
、
著
作
物
の
本
国
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
保
護
期
間
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
（
学
説
上
、「
保
護
期
間
比

較
制
度
」
と
呼
ば
れ
る
）。
第
四
に
、
第
一
四
条
の
三
第
一
項
は
、「
美
術
の
著
作
物
の
原
作
品
並
び
に
作
家
及
び
作
曲
家
の
原
稿
に
つ
い
て

は
、
そ
の
著
作
者
は
、
著
作
者
が
最
初
に
そ
の
原
作
品
及
び
原
稿
を
譲
渡
し
た
後
に
行
わ
れ
る
そ
の
原
作
品
及
び
原
稿
の
売
買
の
利
益
に

あ
ず
か
る
譲
渡
不
能
の
権
利
を
享
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
同
条
二
項
は
、「
一
項
に
定
め
る
保
護
は
、
著
作
者
が
国
民
で
あ
る
国

の
法
令
が
こ
の
保
護
を
認
め
る
場
合
に
限
り
、
か
つ
、
こ
の
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
の
み
、
各
同
盟
国
に
お

い
て
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
「
実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
及
び
放
送
機
関
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
」（
以
下
、「
ロ
ー
マ
条

約
」）
お
よ
び
「
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
」（
以
下
、「
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
」）
は
、
ベ
ル
ヌ

条
約
と
同
様
に
内
国
民
待
遇
を
原
則
と
し
、
保
護
国
法
を
適
用
す
る
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ベ
ル
ヌ
条
約
の
よ
う
な
「
本

国
」
法
を
指
定
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
。

3　

共
同
体
法

　
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
で
は
、
第
一
に
、
第
四
条
が
不
法
行
為
一
般
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
第
八
条
一
項
は
、
第
四
条
の
特

別
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
知
的
財
産
権
侵
害
か
ら
発
生
す
る
契
約
外
債
務
は
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
に
よ
る
」
と
定
め
る
。

第
二
に
、
第
八
条
三
項
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
第
一
四
条
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
。
第
三
に
、
第
二
六
条

は
公
序
則
で
あ
り
、「
本
規
則
が
定
め
る
国
の
法
律
の
適
用
は
法
廷
地
の
公
共
政
策
と
明
ら
か
に
反
す
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
適
用
を
拒

否
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
第
四
に
、
第
二
八
条
は
他
の
条
約
と
の
関
係
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
が

採
択
さ
れ
た
時
点
で
、
契
約
外
債
務
に
関
す
る
抵
触
規
則
を
含
む
、
既
に
締
結
さ
れ
た
条
約
を
優
先
さ
せ
る
と
定
め
て
い
る
。
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4　

各
法
源
の
適
用
関
係
に
つ
い
て

　
第
一
に
、
共
通
法
は
、
原
則
と
し
て
、
条
約
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。
現
在
、
著
作
権
の
準
拠
法
に
つ
い
て
共

通
法
上
の
規
定
が
な
い
も
の
の
、
前
述
し
た
知
的
財
産
法
の
規
定
が
準
拠
法
の
決
定
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
条
約
法
に
お
い
て
、
著
作
権
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
で
は
、
一
般
的
に
保
護
国
法
を
基
準
と
し
た
抵
触
規
則
（
第
五
条
二

項
）
が
適
用
さ
れ
、
例
外
的
に
芸
術
品
統
一
性
（
第
二
条
七
項
）、
保
護
期
間
比
較
制
度
（
第
七
条
八
項
）
お
よ
び
追
及
権
（D

roit de 

suite

）（
第
一
四
条
の
三
）
の
問
題
で
は
部
分
的
に
「
本
国
」
法
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
ロ
ー
マ
条

約
や
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
で
は
、「
本
国
」
法
を
特
定
す
る
規
定
が
な
い
。

　
第
三
に
、
共
同
体
法
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
第
八
条
一
項
は
保
護
国
法
を
連
結
点
と
し
た
抵
触
規
則
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲

は
知
的
財
産
権
の
侵
害
と
い
う
事
項
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
著
作
権
侵
害
以
外
の
事
項
が
、
同
条
の
適
用
範
囲
に
入
る

か
ど
う
か
は
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
第
二
八
条
は
他
の
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
条
約
の
適
用
を
優
先
さ
せ
る
と
規
定
し
て

い
る
。
特
に
、
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
が
抵
触
規
則
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
常
に
ベ
ル
ヌ
条
約
が
適
用
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
共
通
法
、
ベ
ル
ヌ
条
約
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
適
用
範
囲
を
持
っ
て
い
る
が
、
ベ
ル
ヌ
条
約
が
依
然
と

し
て
主
要
な
法
源
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
共
通
法
の
学
説
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
や
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
お
け
る
保
護
国
法
の
解
釈
を
補
完
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

㈡
　
関
連
判
例

　
本
節
で
は
、
著
作
権
の
準
拠
法
に
関
す
る
関
連
判
例
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
す
る
。
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1　

フ
ラ
ン
ス
共
通
法
を
根
拠
と
し
た
破
毀
院
判
決

　
⑴
 Le Chant du M

onde

判（
8
）決（

一
九
五
九
年
）

　
ア
　
事
実
の
概
要

　
ロ
シ
ア
の
作
曲
家
の
作
品
が
、
著
作
者
Ｘ
の
許
諾
を
得
ず
に
、
Ｙ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
映
画
作
品
に
使
用
さ
れ
、
Ｘ
は
フ
ラ
ン
ス
で

保
護
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
映
画
作
品
の
使
用
は
著
作
権
侵
害
に
該
当
す
る
と
主
張
し
、
差
止
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
起

こ
し
た
。
一
方
、
Ｙ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
は
著
作

物
の
保
護
に
関
す
る
条
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ロ
シ
ア
の
著
作
者
は
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
権
利
を
持
つ
か
否

か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
破
毀
院
は
、
ま
ず
、
外
国
人
の
地
位
に
関
し
て
は
、
外
国
人
著
作
者
が
法
律
で
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
す
べ

て
の
権
利
を
享
受
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
、
法
の
抵
触
の
問
題
に
関
し
て
、「
Ｘ
お
よ
び
そ
の
著
作
権
の
譲
受
人
で
あ
る
会
社

『Le Chant du M
onde

』
が
、
著
作
物
の
本
（
源
）
国
で
あ
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
法
律
か
ら
係
争
中
の
文
学
作
品
に
関
す
る
私
権

（droits privés

）
を
得
た
と
判
断
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
保
有
す
る
権
利
の
侵
害
に
対
す
る
民
事
上
の
保
護
は
、
著
作
物
の
最
初
の
出
版
地
ま

た
は
演
奏
地
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な
い
フ
ラ
ン
ス
法
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
控
訴
審
判
決
を
支
持
し
、
Ｙ
に

よ
る
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
⑵
　H
uston

判
決
（
一
九
九
一（
9
）年）

　
ア
　
事
実
の
概
要

　
ア
メ
リ
カ
人
の
映
画
監
督
・
脚
本
家
Ａ
と
ア
メ
リ
カ
の
映
画
制
作
会
社
Ｙ
と
の
間
に
、
職
務
著
作
に
関
す
る
合
意
に
基
づ
き
制
作
さ
れ

た
白
黒
映
画
「Asphalt Jungle

」（
以
下
「
本
件
映
画
」）
が
Ｙ
に
よ
っ
て
カ
ラ
ー
化
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
配
信
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
Ｘ
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（
Ａ
の
遺
族
で
あ
る
配
偶
者
お
よ
び
本
件
映
画
の
共
同
監
督
）
は
、
著
作
者
人
格
権
に
基
づ
い
て
Ｙ
を
相
手
取
り
、
差
止
請
求
訴
訟
を
起
こ
し
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
破
毀
院
は
、（
現
行
）
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
一
二
一
の
一
条
は
「
強
行
法
規
（lois  

d

’application im
pérative

）
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
こ
れ
に
よ
り
、「
前
者
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
文
学
的
ま
た
は
美
術
的

著
作
物
の
同
一
性
は
、
そ
の
著
作
物
が
最
初
に
公
表
さ
れ
た
国
に
関
わ
ら
ず
、
侵
害
さ
れ
な
い
。
後
者
に
よ
れ
ば
、
著
作
者
は
、
そ
の
創

作
の
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
益
の
た
め
に
授
与
さ
れ
た
著
作
者
人
格
権
を
有
す
る
」
と
判
断
し
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
控
訴
審

判
決
を
破
棄
し
、
本
件
を
差
し
戻
し
た
。

2　

ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
を
根
拠
と
し
た
破
毀
院
判
決

　
⑴
　Sisro

判
）
10
（
決
（
二
〇
〇
二
年
）

　
ア
　
事
実
の
概
要

　
Ｘ
（Sisro

社
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
企
業
で
あ
る
。Cortex

と
い
う
Ｄ
Ｏ
Ｓ
／
Ｍ
Ｖ
Ｓ
移
行
ソ
フ
ト

を
開
発
し
て
い
た
。
Ｘ
の
元
社
員
で
あ
る 

 Y1
の
創
業
者
が
同
じ
機
能
を
持
つ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
開
発
し
た
。 

 Y1
は
そ
の
ソ
フ
ト
の
利
用

権
を
イ
ギ
リ
ス
の 

 Y2
に
譲
渡
し
、
さ
ら
に 

 Y2
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の 

 Y3
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
与
え
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は 

 Y1
、  Y2
お
よ
び 

 Y3
を

相
手
取
り
、
著
作
権
侵
害
を
理
由
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
パ
リ
控
訴
院
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
に
基
づ
き
、
各
侵
害
行
為
に
対
し

て
オ
ラ
ン
ダ
法
、
イ
ギ
リ
ス
法
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
を
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
破
毀
院
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
に
い
う
「
保
護
国
法
」
と
は
、「
本
（
源
）
国
法
ま
た
は
法
廷
地
法
」
を
指
す
の
で
な
く
、「
不

法
行
為
地
法
（loi du lieu du préjudice

）」
で
あ
る
と
い
う
パ
リ
控
訴
院
の
判
断
を
認
め
、「
行
為
が
行
わ
れ
た
地
が
複
数
で
あ
る
場
合
に
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お
い
て
、『
損
害
発
生
地
（lieu du préjudice

）』
の
法
律
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
よ
り
密
接
な
関
係
が
な
い
限
り
（
あ

る
い
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
限
り
）、
当
該
紛
争
の
全
体
を
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
断
し
、
控
訴
審
判
決
を
支
持
し
て
上
告
を
棄

却
し
た
。

　
⑵
　Lam

ore

判
）
11
（
決
（
二
〇
〇
七
年
）

　
ア
　
事
実
の
概
要

　
Ｘ
（
ア
メ
リ
カ
国
籍
）
は
、
ア
メ
リ
カ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
、
小
説
「TID

EW
O
RKS

」（
一
九
九
五
年
に
ア
メ
リ
カ
で
登
録
さ
れ
た
が
未
出

版
）
の
著
者
で
あ
る
。
 Y1
は
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
出
版
社
で
、  Y2
は
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
映
画
配
給
会
社
で
あ
る
。
 Y3
は
ア
メ

リ
カ
で
設
立
さ
れ
た
映
画
制
作
・
配
給
会
社
で
あ
り
、  Y2
の
親
会
社
で
あ
る
。 

 Y3
が
映
画
「W

ATERW
O
RLD

」（
以
下
「
本
件
映
画
」）

を
製
作
し
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
か
ら 

 Y2
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
で
配
給
し
た
。
ま
た
、
 Y1
は
一
九
九
五
年
一
〇
月
一
二
日
に
出

版
し
た
「H

O
RS CO

LLECTIO
N

」
に
本
件
映
画
の
脚
本
に
基
づ
く
小
説
（
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
あ
り
、
映
画
の
写
真
が
豊
富
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
）
を
掲
載
し
た
。
Ｘ
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
り
、
本
件
映
画
が
自
分
の
小
説
で
あ
る
「TID

EW
O
RKS

」
を
剽
窃
し
た
も
の
と
し
て
、

本
件
映
画
の
配
給
お
よ
び
脚
本
の
掲
載
に
よ
っ
て
自
分
の
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
、
Ｙ
ら
を
相
手
取
り
、
パ
リ
大
審
院
に
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
破
毀
院
は
、
控
訴
院
の
判
断
と
同
様
に
、「
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
は
、
損
害
が
発
生
し
た
国
の
法
律
で
は
な
く
、
侵
害
行
為
が

発
生
し
た
国
の
法
律
で
あ
り
、
賠
償
を
支
払
う
義
務
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
か
ら
生
じ
う
る
結
果
に
過
ぎ
な
い
」
と
判
断
し
、
準
拠
法
は
ア

メ
リ
カ
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
を
主
張
す
る
Ｘ
に
よ
る
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
⑶
　aufem

inin.com

判
）
12
（

決
（
二
〇
一
二
年
）

　
ア
　
事
実
の
概
要



法学政治学論究　第140号（2024.3）

130

　
 X1
（
ド
イ
ツ
国
籍
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
（
パ
リ
）
に
住
所
を
有
す
る
写
真
家
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
、
モ
ロ
ッ
コ
で
開
催
さ
れ
た
マ
ラ
ケ

シ
ュ
映
画
祭
で
、
歌
手
のPatrick Bruel

の
写
真
（
以
下
「
本
件
写
真
」）
を
数
枚
撮
影
し
て
い
る
。
 X2
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
会

社
で
、  X1
の
取
材
費
を
提
供
し
、
本
件
写
真
の
販
売
も
委
託
さ
れ
て
い
る
。
本
件
写
真
は
、
 X1
の
同
意
を
得
て
ベ
ル
ギ
ー
の
新
聞
に
掲
載

さ
れ
た
。
 Y1
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
と
製
品
に
特
化
し
た
会
社
で
あ
り
、
主
に
検
索
エ
ン
ジ

ン
、
オ
ン
ラ
イ
ン
広
告
関
連
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
 Y2
は 

 Y1
の
親
会
社
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
）
に
設
立
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
三
日
、
Ｘ
ら
は
、「Aufem
inin.com

」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
以
下
「
本
件
サ
イ
ト
」）
で
本
件
写
真
が

転
載
さ
れ
、
ま
た
、
Ｙ
ら
が
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
よ
っ
て
本
件
写
真
が
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の

た
め
、
Ｘ
ら
は
、
Ｙ
ら
を
相
手
取
り
、
本
件
侵
害
行
為
に
つ
き
、
パ
リ
大
審
院
に
差
止
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
Ｙ
ら
が
提
出
し
た
上
告
理
由
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
」
と
い
う
主
張
に
対
す
る
破
毀
院

の
判
断
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
判
断
根
拠
と
し
て
、
Ｙ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
テ

キ
ス
ト
を
使
用
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
衆
を
対
象
と
し
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ア
ド
レ
ス
が
『.Fr

』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
地

と
受
信
地
、
お
よ
び
そ
れ
ら
へ
の
接
続
が
フ
ラ
ン
ス
と
実
質
的
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
こ
れ
を
理
由
に
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
を

認
め
た
控
訴
審
判
決
を
支
持
し
た
。

　
⑷
　A

BC N
ews

判
）
13
（

決
（
二
〇
一
三
年
）

　
ア
　
事
実
の
概
要

　
Ｘ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
局
で
あ
る
Ｙ
を
運
営
す
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ス
・
イ
ン
タ
ー
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
社
に
レ
ポ
ー
タ
ー
・
カ
メ
ラ

マ
ン
と
し
て
入
社
し
、
そ
の
後
、
パ
リ
支
局
に
配
属
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
Ｙ
に
よ
っ
て
整
理
解
雇
さ
れ
た
。
Ｘ
は
、
元
使
用
者
で

あ
る
Ｙ
を
相
手
取
っ
て
、
解
雇
を
不
服
と
し
て
労
働
審
判
所
に
提
訴
し
、
給
与
や
補
償
金
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
は
雇
用
契
約
に
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基
づ
き
作
成
し
た
報
道
（
以
下
「
本
件
著
作
物
」）
の
著
作
者
で
あ
る
と
主
張
し
、
Ｙ
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
無
断
使

用
に
つ
い
て
Ｘ
の
経
済
的
・
精
神
的
権
利
の
侵
害
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
本
件
著
作
物
が
、
ア
メ
リ
カ
法
の
保
護
の
下
で

制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
法
に
基
づ
き
、
Ｙ
が
本
件
著
作
物
の
原
始
的
所
有
権
を
有
す
る
と
主
張
し
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
破
毀
院
は
、「
著
作
権
の
享
有
お
よ
び
行
使
は
、
い
か
な
る
形
式
的
要
件
に
も
服
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
著
作
物
の
本
国
に
お
け
る
保

護
の
有
無
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
説
明
し
、「
著
作
物
の
著
作
権
の
原
始
的
帰
属
の
決
定
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
に
従
い
、
保

護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
に
よ
る
」
と
判
断
し
、
ベ
ル
ヌ
条
約
に
は
著
作
権
の
原
始
的
帰
属
に
関
す
る
抵
触
規
則
が
存
在
し
な
い
こ
と
を

理
由
に
、
共
通
法
を
根
拠
と
し
て
準
拠
法
を
決
定
し
た
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し
た
。
な
お
、
Ｘ
は
雇
用
契
約
の
準
拠
法
（
フ
ラ
ン
ス
法
）

の
適
用
も
主
張
し
た
が
、
破
毀
院
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。

3　

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
第
八
条
一
項
を
根
拠
と
し
た
下
級
審
裁
判
例

　
現
在
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
著
作
権
侵
害
に
つ
き
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
第
八
条
一
項
を
根
拠
と
し
て
判
断
し
た
破
毀
院
判
決
が
存
在
し

な
い
た
め
、
以
下
で
最
近
の
下
級
審
裁
判
例
を
一
つ
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

　
⑴
　
パ
リ
司
法
裁
判
所
二
〇
二
二
年
四
月
一
五
日
判
）
14
（
決

　
ア
　
事
実
の
概
要

　
Ｘ
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
設
立
さ
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
会
社
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
Ａ
と
Ｂ
と
共
に
開
発
し
た
Ｘ
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
は
、
Ｘ
に
そ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
権
利
が
譲
渡
さ
れ
た
。
Ｙ
は
、
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ビ

ジ
ュ
ア
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
制
作
と
監
督
を
業
と
す
る
会
社
で
あ
る
。
Ｘ
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
関
す
る
情
報
は
二
〇
一
三
年
五
月
に
Ｄ
か
ら

Ｘ
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
Ｄ
は
デ
ン
マ
ー
ク
を
訪
れ
、
Ｘ
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
動
作
を
観
察
し
、
二
回
の
ト
ラ
イ
ア
ル
に
参
加
し
た
。
二
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〇
一
八
年
三
月
に
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、
生
放
送
番
組
や
放
送
制
作
に
使
用
さ
れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
以
下
「
Ｙ

社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
と
い
う
）
を
発
見
し
た
。
こ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
Ｘ
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
同
様
の
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
備

え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
を
相
手
取
っ
て
、
パ
リ
司
法
裁
判
所
に
著
作
権
侵
害
（
予
備
的
に
不
正
競
争
と
寄
生
行
為
）
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
イ
　
裁
判
所
の
判
断

　
パ
リ
司
法
裁
判
所
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
第
八
条
一
項
を
適
用
し
、Lam

ore

判
決
を
引
用
し
つ
つ
、「
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
律
」

は
「
侵
害
行
為
が
発
生
し
た
国
の
法
律
で
あ
る
」
と
明
確
に
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、「
Ｙ
が
Ｘ
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
内
販
売
に

よ
っ
て
Ｙ
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
模
倣
行
為
で
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
、
こ
の
点
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
判
断
し
、
Ｘ
に
よ

る
請
求
を
認
容
し
た
。

4　

小　

括

　
第
一
に
、
共
通
法
が
根
拠
と
さ
れ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
るLe Chant du M

onde

判
決
は
、
①
原
則
と
し
て
、
全
て
の

外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
法
律
上
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
「
私
権
」
を
享
受
す
る
こ
と
を
著
作
権
の
問
題
に
つ
き
一
般
化
し
、

②
著
作
者
は
著
作
物
の
本
（
源
）
国
法
に
よ
っ
て
「
私
権
」
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
を
適
用
し
、
著
作
権
保
護

に
関
す
る
条
約
関
係
に
な
い
国
の
著
作
者
の
著
作
物
を
保
護
す
る
こ
と
を
明
確
し
た
。
ま
た
、H

uston

判
決
は
、
著
作
者
人
格
権
に
つ

い
て
、
通
常
の
連
結
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
著
作
者
人
格
権
の
保
護
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
を
国
際
的

強
行
法
規
と
み
な
し
、
直
接
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
第
二
に
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
が
根
拠
と
さ
れ
た
四
つ
の
判
決
に
つ
き
、
ま
ず
、Sisro

判
決
は
、
①
同
項
に
い
う
「
保
護
国

法
」
を
明
確
に
「
不
法
行
為
地
法
」
と
解
釈
し
、
ま
た
、
②
不
法
行
為
が
複
数
の
地
で
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
性
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が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
い
ず
れ
の
「
損
害
発
生
地
法
」
も
紛
争
全
体
を
規
律
す
る
権
限
を
有
し
な
い
と
判
断
し
た
。
次
に
、Lam

ore
判
決
は
、「
保
護
国
法
」
を
「
不
法
行
為
地
法
」
と
解
釈
す
るSisro

判
決
の
立
場
を
踏
襲
し
つ
つ
、
侵
害
行
為
と
損
害
が
異
な
る
地
に

存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、「
保
護
国
法
」
に
つ
き
、「
損
害
が
発
生
し
た
地
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
」

を
指
す
こ
と
を
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、aufem

inin.com

判
決
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
に
お
い
て
、
保
護
国
法
を
解
釈

す
る
際
に
、
①
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
使
用
さ
れ
る
言
語
、
②
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ド
メ
イ
ン
所
属
国
、
③
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
可

能
性
に
関
す
る
状
況
な
ど
の
要
素
を
考
慮
し
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
実
質
的
関
連
性
が
あ
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
し
た
。
最

後
に
、A

BC N
ews

判
決
は
、
著
作
権
の
原
始
的
帰
属
に
つ
い
て
、
共
通
法
で
は
な
く
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
を
根
拠
と
し
て
「
保

護
国
法
」
を
適
用
す
る
こ
と
を
明
確
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
第
八
条
一
項
が
根
拠
と
さ
れ
た
パ
リ
司
法
裁
判
所
二
〇
二
二
年
四
月
一
五
日
判
決
は
、
同
項
に
い
う
「
保
護

国
法
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
を
根
拠
と
し
たLam

ore

判
決
の
立
場
を
踏
襲
し
、
侵
害
行
為
が
発
生
し
た
地
の

法
を
適
用
し
た
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
①
各
法
源
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
第
八
条
一
項
の
解
釈
は
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項

の
解
釈
に
依
拠
し
て
お
り
、
ま
た
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
の
解
釈
は
共
通
法
に
お
け
る
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
、
②
保
護
国
法

に
つ
い
て
、
判
例
上
、
そ
れ
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
著
作
権
の
準
拠
法
と
不
法
行
為
準
拠
法
と
の
理
論
的
整
合
性
が

問
題
と
な
る
こ
と
、
③
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
事
件
類
型
が
あ
る
程
度
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
各
法
源
自
体
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
問
題
は

顕
在
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
理
論
的
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
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三
　
学
説
の
状
況

㈠
　
概
　
説

　
著
作
権
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
学
説
に
お
い
て
長
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
議
論
の
多
く
は
、
著
作
権
に
よ
る
独
自
の
性
質
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
単
位
法
律
関
係
と
し
て
国
際
私
法
に
よ
る
解
決
方
法
を
探
る
と
い
う
視
座
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。

　
学
説
に
お
い
て
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
関
す
る
原
則
論
と
し
て
、
従
来
、
本
（
源
）
国
法
説
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、

著
作
権
に
関
す
る
具
体
的
な
事
項
を
分
類
し
、
本
（
源
）
国
法
お
よ
び
保
護
国
法
が
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
事
項
を
規
律
す
る
と
す
る
見
解

（
以
下
、「
混
合
適
用
説
」
と
い
う
）
は
多
数
説
と
な
っ
た
。
最
近
、
保
護
国
法
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
著
作
者
人
格
権
、
衛
星

放
送
に
関
す
る
権
利
や
隣
接
権
な
ど
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
則
論
の
枠
組
み
と
は
別
に
、
個
別
の
議
論
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

本
章
で
は
、
ま
ず
、
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
関
す
る
原
則
論
を
紹
介
す
る
（
二
）。
次
に
、
衛
星
放
送
に
関
す
る
権
利
、
隣
接
権
一
般

お
よ
び
著
作
者
人
格
権
な
ど
の
個
別
の
議
論
を
紹
介
す
る
（
三
）。

㈡
　
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
関
す
る
原
則
論

　
本
節
で
は
、
本
源
国
法
説
、
保
護
国
法
説
お
よ
び
混
合
適
用
説
に
つ
い
て
順
に
紹
介
す
る
。

1　

本
（
源
）
国
法
説

　
本
（
源
）
国
法
は
如
何
な
る
基
準
で
特
定
す
る
か
に
つ
い
て
、
論
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
。
学
説
を
細
か
く
分
け
る
と
、

既
得
権
説
⑴
、
著
作
物
の
創
作
地
法
説
⑵
、
著
作
物
の
本
源
地
法
説
⑶
、
著
作
物
の
本
国
法
説
⑷
、
著
作
者
が
選
択
し
た
地
の
法
説
⑸
な
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ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
学
説
に
つ
い
て
順
に
紹
介
す
る
。

　
⑴
　
既
得
権
説

　
既
得
権
説
に
よ
れ
ば
、
各
国
は
自
国
の
法
を
適
用
し
つ
つ
も
、
他
国
の
法
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
を
尊
重
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
説
の
主
な
根
拠
と
し
て
、
①
著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
に
よ
り
、
著
作
権
は
国
ご
と
に
授
与
さ
れ
た
独
占
権
で
あ
り
、

通
常
、
そ
の
運
用
は
本
（
源
）
国
の
規
定
に
従
い
、
そ
の
国
の
領
域
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
）
15
（

と
、
②
あ
る
国
の
領
域
に
お
い
て
外

国
人
著
作
者
が
行
使
し
よ
う
と
す
る
権
利
は
、
著
作
物
が
国
境
を
越
え
た
際
に
新
た
に
成
立
す
る
権
利
で
は
な
く
、
著
作
物
の
本
（
源
）

国
で
既
に
取
得
し
た
権
利
で
あ
）
16
（

り
、
そ
の
権
利
の
行
使
は
本
（
源
）
国
法
に
よ
る
授
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
）
17
（

と
、
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
既
得
権
説
を
採
用
し
て
も
、
外
国
で
権
利
の
取
得
が
ど
の
法
律
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
解
決
さ
れ
て
い
な
）
18
（

い
。

ま
た
、
本
（
源
）
国
で
の
最
初
の
権
利
取
得
と
同
時
に
、
他
国
で
新
た
な
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
最
初
の
出
版
地
を
仮
定
し
よ

う
と
し
て
も
、
出
版
地
の
選
択
は
権
利
者
の
意
思
に
よ
る
た
め
、
最
初
の
権
利
取
得
地
と
い
う
連
結
点
が
安
定
的
で
は
な
）
19
（
い
。
こ
の
よ
う

な
問
題
点
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
既
得
権
説
は
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
で
は
も
は
や
多
く
の
支
持
者
を
得
て
い
な
い
。

　
⑵
　
著
作
物
の
創
作
地
法
説

　
著
作
物
の
創
作
地
法
説
は
、
著
作
物
の
創
作
行
為
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
創
作
地
を
本
（
源
）
国
法
と
見
な
す
説
で
あ
）
20
（

る
。
創
作
地
と

は
、
国
内
法
に
よ
る
著
作
物
の
起
源
を
指
す
定
）
21
（
義
を
国
際
私
法
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
主
な
根
拠
は
、
創
作
行
為
が

著
作
者
の
思
想
を
具
現
化
す
る
行
動
で
あ
り
、
著
作
権
制
度
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
国
際
著
作
権
を
国
内
著
作
権
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
国
際
著
作
権
法
は
、
著
作
者
と
な
る
者
が
各
国
で
著
作
権
を
主
張
す
る
権
利
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
た
め
、
創
作
行
為

（
す
な
わ
ち
、
権
利
を
発
生
さ
せ
る
行
為
）
は
国
際
著
作
権
法
の
文
脈
に
お
け
る
主
要
な
部
分
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
）
22
（

る
。
ま
た
、
創
作
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行
為
が
行
わ
れ
た
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
）
23
（
る
。

　
⑶
　
著
作
物
の
本
源
地
法
説
（
著
作
物
の
所
在
地
法
説
）

　
著
作
物
の
本
源
地
法
説
は
、
物
権
準
拠
法
に
基
づ
き
、
権
利
の
客
体
で
あ
る
著
作
物
の
所
在
地
法
を
適
用
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ

の
説
で
は
、
著
作
物
の
無
体
性
を
考
慮
し
、
そ
の
所
在
地
を
擬
制
的
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
擬
制
的
な
所

在
地
と
は
、
著
作
物
が
初
め
て
公
表
さ
れ
た
場
所
、
つ
ま
り
著
作
物
が
永
遠
に
存
在
す
る
と
見
な
す
場
所
で
あ
）
24
（

る
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
法
的
擬
制
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
著
作
物
の
実
際
の
状
況
を
調
査
で
き
な
い
場
合
に
の
み

許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
法
的
関
係
の
所
在
地
が
、
専
ら
擬
制
的
な
基
準
に
委
ね
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
25
（

る
。

　
⑷
　
著
作
物
の
本
国
法
説

　
著
作
物
の
本
国
法
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
（
互
恵
原
則
）
に
基
づ
く
説
で
あ
り
、「
著
作
物
の
本
国

法
」
を
「
著
作
物
の
最
初
の
公
表
地
」
と
定
義
し
て
い
）
26
（
る
。
主
な
根
拠
と
し
て
、
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
は
、「
外
国
」
の
作
品
に
関
す

る
権
利
の
享
有
に
関
係
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
一
方
的
抵
触
規
則
と
理
解
し
た
上
で
、
さ
ら
に
双
方
化
す
る
こ
と
で
著
作
権
の
準
拠
法

を
決
定
で
き
る
こ
）
27
（
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
抵
触
規
則
は
、
外
国
人
地
位
お
よ
び
互
恵
条
件
に
関
す
る
実
質
法
規
定
と
は
独
立
し
て
お
り
、
そ

も
そ
も
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
を
一
方
的
抵
触
規
則
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
）
28
（
と
、
②
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
互
恵
条
件
に
関
す
る
実
質

法
規
定
に
依
拠
し
て
準
拠
法
を
決
定
し
た
先
例
が
な
い
こ
）
29
（

と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
⑸
　
著
作
者
が
選
択
し
た
地
の
法
説
（
著
作
物
の
最
初
の
出
版
地
法
説
）

　
著
作
者
が
選
択
し
た
地
の
法
説
は
、
著
作
者
に
よ
る
出
版
行
為
に
着
眼
し
、
著
作
者
が
選
択
し
た
最
初
の
出
版
地
の
法
を
適
用
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
著
作
者
が
国
を
選
ん
で
著
作
物
を
出
版
す
る
こ
と
は
、
そ
の
国
で
成
功
し
た
い
と
い
う
希

望
を
刺
激
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
こ
）
30
（
と
、
②
著
作
物
は
、
出
版
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
地
に
あ
る
財
産
と
し
て
現
れ
る
た
め
、
そ
の
地
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の
法
は
当
該
著
作
物
の
利
用
に
つ
い
て
規
律
す
べ
き
で
あ
る
こ
）
31
（
と
、
③
著
作
権
を
外
に
表
現
す
る
出
版
行
為
に
よ
っ
て
社
会
的
な
価
値
を

持
つ
よ
う
に
な
る
こ
）
32
（

と
、
⑤
著
作
物
は
出
版
に
よ
っ
て
初
め
て
第
三
者
に
よ
る
利
益
を
も
た
ら
す
財
産
と
な
る
た
め
、
出
版
地
法
は
著
作

者
お
よ
び
公
衆
を
規
律
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
）
33
（
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
出
版
地
の
選
択
は
必
ず
し
も
著
作
者
に
よ
る
任
意
の
意
）
34
（
思
あ
る
い
は
現
実
の
意
）
35
（
思
（
結
局
、
仮
定

的
な
意
思
の
場
合
が
多
い
）
を
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
②
こ
の
説
は
公
衆
を
特
定
の
領
域
に
関
連
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
点

が
芸
術
の
分
野
で
は
意
味
を
持
た
な
い
こ
）
36
（
と
、
③
Ａ
国
で
初
め
て
出
版
さ
れ
た
著
作
物
が
そ
の
国
の
法
律
に
連
結
す
る
の
に
対
し
、
そ
の

後
Ｂ
国
で
出
版
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
Ｂ
国
の
公
衆
を
「
別
の
公
衆
」
と
す
る
理
由
は
何
か
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
）
37
（

と
、
④
著

作
物
の
出
版
に
よ
っ
て
持
ち
始
め
た
「
社
会
的
な
価
値
」
は
出
版
地
に
限
定
す
る
べ
き
で
な
く
、
著
作
物
の
普
遍
性
に
配
慮
す
る
必
要
が

あ
る
こ
）
38
（
と
、
⑤
特
定
の
国
で
著
作
物
を
出
版
す
る
こ
と
に
よ
る
国
と
の
結
び
つ
き
は
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
い
て
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
）
39
（
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

2　

保
護
国
法
説

　
保
護
国
は
い
ず
れ
の
地
を
指
す
か
に
つ
い
て
学
説
上
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
法
廷
地
法
説
⑴
、
著
作
物
の
所
在
地

法
説
⑵
、
不
法
行
為
地
法
説
⑶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
学
説
に
つ
い
て
順
に
紹
介
す
る
。

　
⑴
　
法
廷
地
法
説

　
か
つ
て
は
、
多
く
の
学
者
は
、
著
作
権
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
抵
触
規
則
の
運
用
か
ら
離
れ
、
保
護
国
法
が
法
廷
地
法
か
ら
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
）
40
（
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
抵
触
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
判
実
務
や
知
的

財
産
法
に
お
け
る
互
恵
原
則
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、le chant du m

onde

判
決
が
下
さ
れ
る
以
前
は
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
規
定
と
法
廷
地
法
（
フ
ラ
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ン
ス
法
）
の
組
み
合
わ
せ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
外
国
人
著
作
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
著
作
権
を
享
受
す
る
権
利
が

あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
の
核
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
権
利
が
あ
る
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
直
接
適
用
し
、
そ
れ
が
な
い
場
合

は
、
そ
の
著
作
権
に
対
す
る
保
護
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
）
41
（
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
享
受
は
、
著
作
者
の
本
国
に
お
け
る

状
況
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
の
存
在
と
行
使
の
区
別
は
、「
二
重
保
護
の
原
則
（principe de 

《double protection

》）」に

由
来
す
る
。
こ
の
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
著
作
権
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
外
国
の
著
作
者
が
そ
の
本
国
に
お
い
て
同
じ
権
利
を
享
受
す

る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。

　
第
二
に
、
知
的
財
産
権
法
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
に
い
う
互
恵
原
則
の
明
文
化
は
、
法
廷
地
法
の
適
用
と
い
う
理
解
を
更
に
強
化
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
条
文
は
、
著
作
物
が
最
初
に
公
表
さ
れ
た
地
を
基
準
に
し
、
も
し
他
国
が
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
公
表
さ
れ
た
著
作

物
に
保
護
を
与
え
な
い
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
対
し
て
も
そ
の
国
の
法
律
に
よ
る
保
護
を
認
め
な
い
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
論
理
構
造
の
中
で
、
法
廷
地
法
の
適
用
が
暗
黙
的
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
法
廷
地
法
を
抵
触
規
則
の
連
結
点
と
し
て
推
定
す
る
こ
と
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
主
な
批
判
点

と
し
て
、
①
法
廷
地
法
が
正
当
に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
法
律
関
係
が
刑
事
責
任
ま
た
は
手
続
的
権
利
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
場
合
に
限

ら
れ
る
こ
）
42
（

と
、
②
こ
の
解
釈
は
、
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
規
定
と
抵
触
規
則
を
混
同
し
て
い
る
こ
）
43
（

と
（
こ
の
混
同
は
、
国
際
的
な
著
作
権

保
護
に
お
け
る
国
民
待
遇
原
則
を
誤
解
し
て
い
る
）、
③
司
法
管
轄
権
と
立
法
管
轄
権
の
混
）
44
（
同
（
通
常
、
法
廷
地
が
不
法
行
為
の
発
生
地
と
一
致
す
る

可
能
性
が
高
い
が
、
こ
の
観
点
か
ら
、
法
廷
地
法
は
他
の
連
結
点
や
不
法
行
為
地
法
を
遮
蔽
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
）、
④
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
を
も
た
ら
す
可
能
）
45
（

性
、
⑤
司
法
管
轄
権
に
基
づ
く
立
法
管
轄
権
の
分
）
46
（

散
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
強
い
批
判
の
下
、
現
在
、

こ
の
説
の
支
持
者
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
⑵
　
著
作
物
の
所
在
地
法
説

　
著
作
物
の
所
在
地
法
説
は
、
著
作
物
の
所
在
地
を
保
護
国
法
と
解
釈
す
る
説
で
あ
る
。
主
な
根
拠
と
し
て
、
①
著
作
物
の
偏
在
性
を
持
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つ
こ
と
は
、
普
遍
的
な
特
定
（
す
な
わ
ち
、
創
作
と
い
う
事
実
か
ら
著
作
物
は
各
国
の
領
域
に
所
在
す
る
と
認
め
る
こ
と
）
を
要
求
し
、
あ
る
国
の

領
域
で
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
国
の
法
律
が
所
在
地
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
の
は
合
理
的
で
あ
る
こ
）
47
（

と
、
②
著
作
物
の
所
在
に

対
す
る
普
遍
的
な
特
定
は
厳
格
な
属
地
主
義
の
原
則
に
適
合
す
る
こ
）
48
（
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
厳
格
な
属
地
主
義
の
原
則
は
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
）
49
（
と
、
②
所
在
地
法
の
適
用
は
、
著
作
物
の
普
遍

的
な
所
在
地
の
擬
制
と
各
国
の
著
作
権
法
の
属
地
適
用
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
特
定
の
連
結
点
を
提
供
し
て
い
な
い
こ
）
50
（

と
、

③
こ
の
立
場
が
著
作
権
を
純
粋
な
財
産
権
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
著
作
物
の
原
始
的
帰
属
に
関
す
る
問
題
や
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
系
に
お

け
る
精
神
的
権
利
の
根
本
的
地
位
を
軽
視
し
て
い
る
こ
）
51
（

と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
上
述
②
の
批
判
に
対
処
す
る
た
め
に
、
こ
の
説
は
、
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
国
の
法
や
法
廷
地
法
を
連
結
点
と
し
て
提
案
し
て
い
）
52
（
る
。

し
か
し
、
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
国
の
法
を
基
準
と
す
る
提
案
に
対
し
、
実
際
に
連
結
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
所
在
地

法
で
は
な
く
、
不
法
行
為
地
法
で
あ
り
、
著
作
権
侵
害
以
外
の
場
合
に
連
結
点
を
ど
の
よ
う
に
特
定
す
る
か
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
）
53
（

る
。

　
⑶
　
不
法
行
為
地
法
説

　
ア
　
根
拠
お
よ
び
批
判

　
不
法
行
為
地
法
説
は
、
保
護
国
法
の
解
釈
に
お
け
る
多
数
説
で
あ
り
、
保
護
国
法
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
し
て
い
る
。
主
な
根
拠
と

し
て
、
①
著
作
物
は
、「
財
産
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
請
求
権
」
の
側
面
が
あ
る
こ
）
54
（

と
（
す
な
わ
ち
、
著
作
権
者
が
著
作
物
を
提
供
し
て

合
法
的
な
報
酬
を
受
け
取
る
権
利
を
有
し
、
他
者
に
よ
っ
て
不
正
に
侵
害
さ
れ
る
場
合
、
著
作
権
者
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
権
利
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
）、
②
不
法
行
為
地
法
へ
の
連
結
は
、
著
作
権
関
連
の
問
題
に
対
し
て
一
貫
性
の
あ
る
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
）
55
（

、
③
不
法
行
為
地
法
は
、
著
作
権
者
と
権
利
侵
害
者
の
双
方
に
と
っ
て
予
測
可
能
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
）
56
（

と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
不
法
行
為
地
法
は
、
権
利
の
消
極
的
行
使
の
み
を
考
慮
し
て
い
る
が
（
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
地
に
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よ
る
連
結
は
権
利
侵
害
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
）、
著
作
権
は
、
著
作
権
は
単
な
る
請
求
権
だ
け
で
な
く
積
極
的
な
介
入
が
必
要
と
さ

れ
る
た
め
、
保
護
国
法
を
不
法
行
為
地
法
と
同
視
す
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
こ
）
57
（

と
、
②
保
護
地
法
が
「
規
範
的
要
素
」、
で
あ
る
の
に

対
し
、
不
法
行
為
地
法
は
「
事
実
的
要
素
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
両
者
は
実
際
に
異
な
っ
て
い
る
こ
）
58
（
と
、
③
不
法
行
為
地
法
の
適
用
は
、

準
拠
法
決
定
の
重
心
が
不
当
に
著
作
権
者
か
ら
権
利
侵
害
者
に
移
さ
れ
る
こ
）
59
（
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
①
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
不
法
行
為
地
法
は
、
権
利
の
侵
害
と
そ
れ
ら
の
権
利
の
積
極
的
行
使
（
す
な
わ
ち
権
利
の
利
用
）
の

両
方
を
包
含
す
る
広
範
な
範
囲
を
持
っ
て
お
り
、
知
的
財
産
権
問
題
は
、
権
利
の
侵
害
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
広
範
に
権
利
の
利
用
が
関

係
し
て
い
る
こ
）
60
（

と
、
国
際
私
法
の
視
点
か
ら
、
不
正
競
争
に
つ
い
て
不
法
行
為
準
拠
法
が
既
に
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
か
つ
、
著
作
権

の
制
度
は
、
権
利
侵
害
の
予
防
と
損
害
塡
補
の
両
方
の
機
能
を
有
す
る
不
正
競
争
制
度
と
の
類
似
性
が
あ
る
こ
）
61
（
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
③
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
不
法
行
為
地
法
へ
の
連
結
は
、
準
拠
法
を
決
定
す
る
重
心
が
著
作
権
者
か
ら
権
利
侵
害
者
に

移
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
著
作
物
の
保
護
お
よ
び
利
用
に
重
心
を
置
く
こ
）
62
（
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
イ
　
著
作
権
侵
害
に
お
け
る
不
法
行
為
地
法
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て

　
従
来
、
不
法
行
為
の
種
類
に
つ
い
て
、
学
説
に
お
い
て
、
古
典
的
な
単
一
不
法
行
為
の
ほ
か
、
①
複
数
の
地
で
行
わ
れ
た
一
連
の
不
法

行
為
と
②
一
つ
の
地
の
不
法
行
為
が
他
の
地
に
お
け
る
損
害
に
よ
る
賠
償
責
任
の
原
因
と
な
っ
た
場
合
と
い
う
二
つ
が
想
定
さ
れ
う
る
。

①
の
場
合
は
不
法
活
動
の
一
）
63
（
部
（parcelles d

’activités délictuelles

）
と
定
義
さ
れ
、
一
つ
の
不
法
行
為
を
構
成
す
る
各
要
素
の
分
離
に
該

当
せ
ず
、
複
数
の
独
立
し
た
不
法
行
為
が
成
立
し
う
る
た
め
、
各
不
法
行
為
に
つ
き
準
拠
法
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
②
の
場

合
は
、
単
一
の
分
離
不
法
行
）
64
（

為
（délit unique dissocié

）
と
定
義
さ
れ
（
学
説
上
、「
複
雑
不
法
行
為
（délit com

plexe

）」
と
も
呼
ば
れ
る
）、

不
法
行
為
を
構
成
す
る
各
要
素
の
空
間
上
の
分
離
が
想
定
さ
れ
、
原
因
事
実
発
生
地
と
損
害
発
生
地
が
連
結
点
と
し
て
の
取
捨
選
択
の
対

象
と
し
て
問
題
に
な
る
。

　
著
作
権
に
お
け
る
属
地
主
義
の
原
則
は
、
著
作
権
が
特
定
の
領
域
ご
と
に
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
保
護
さ
れ
る
た
め
、
著
作
権
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侵
害
の
分
析
は
通
常
、
②
で
は
な
く
、
①
の
視
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
）
65
（
る
。
し
か
し
、
②
に
該
当
す
る
著
作
権
侵
害
が
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
、
著
作
物
の
伝
達
な
ど
の
場
合
（
衛
星
放
送
や
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
上
の
送
信
）
に
お
い
て
問
題
と
な
）
66
（

る
。

　（
ア
）　
不
法
活
動
の
一
部

　
著
作
権
侵
害
が
①
と
し
て
分
析
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
損
害
発
生
地
法
と
の
関
係
が
主
要
な
問
題
に
は
な

ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
、
各
保
護
国
法
の
間
で
準
拠
法
の
競
争
関
係
が
発
生
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
各
不
法
行
為
に
つ
き
異
な
る
法

を
適
用
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
Ａ
国
で
著
作
者
の
許
諾
な
く
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
は
Ａ
国
法
の
下
で
は
合
法
と
み
な
さ
れ
る
が
、
複
製

さ
れ
た
著
作
物
を
輸
入
す
る
こ
と
は
Ｂ
国
法
に
反
す
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
う
）
67
（

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
侵
害
行
為
が
行
わ
れ

た
地
の
法
を
適
用
す
る
）
68
（
説
と
、
主
要
な
原
因
事
実
の
発
生
地
の
法
を
適
用
す
る
）
69
（
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し

て
、
①
複
数
の
不
法
行
為
を
規
律
す
る
一
つ
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
基
準
が
明
確
で
は
な
い
か
ら
、
予
測
可
能
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
お
よ
び
②
審
理
結
果
に
矛
盾
が
生
じ
る
可
能
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
）
70
（
る
。

　（
イ
）　
複
雑
不
法
行
為

　
一
方
、
著
作
権
侵
害
が
②
と
し
て
分
析
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
競
争
関
係
は
原
因
事
実
発
生
地
法
と
損
害
発
生
地
法
の
間
で

生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
保
護
国
法
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
す
る
と
、
従
来
の
不
法
行
為
に
関
す
る
議
論
と
著
作
権
侵
害
の
解
釈
の
整
合

性
が
問
題
と
な
る
。
学
説
で
は
、
著
作
権
侵
害
に
お
け
る
不
法
行
為
地
の
解
釈
に
関
し
て
、
原
因
事
実
発
生
地
法
説
（
Ａ
．）、
損
害
発
生

地
法
説
（
Ｂ
．）、
近
接
性
の
原
則
（
Ｃ
．）、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
理
論
（
Ｄ
．）
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
各
学
説
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
Ａ
．
原
因
事
実
発
生
地
法
説

　
こ
の
説
に
よ
る
主
な
根
拠
と
し
て
、
①
著
作
権
が
授
与
さ
れ
る
権
利
で
あ
り
、
不
法
行
為
責
任
が
主
と
し
て
制
裁
機
能
を
有
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
保
護
国
法
を
「
保
護
請
求
の
原
因
と
な
る
事
実
の
発
生
地
」
と
し
て
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
）
71
（

と
、
②

損
害
が
発
生
し
た
地
の
法
へ
の
連
結
を
採
用
す
る
と
複
数
の
法
が
適
用
さ
れ
、
新
た
な
法
律
適
用
に
関
す
る
不
都
合
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
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る
こ
と
、
③
（
特
に
放
送
事
業
者
に
関
し
て
）
予
見
可
能
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
）
72
（
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
原
因
事
実
発
生
地
を
操
作
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
）
73
（

と
、
②
著
作
権
保
護
の
中
心
が
排
他
的
権
利
の

所
有
者
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
説
を
採
れ
ば
、
侵
害
者
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
）
74
（
と
、
③
複
数
の
損
害
発
生
地

法
の
適
用
が
国
際
私
法
に
お
け
る
他
の
分
野
で
採
用
さ
れ
る
例
が
あ
り
、
特
別
な
処
理
を
す
る
必
要
が
な
い
こ
）
75
（
と
、
④
侵
害
者
が
放
送
の

対
象
と
な
る
国
の
法
を
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
損
害
発
生
地
法
の
適
用
が
侵
害
者
の
予
見
可
能
性
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
こ
）
76
（

と
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
批
判
①
に
対
し
、
法
律
詐
欺
（
法
律
回
避
）
に
よ
る
例
外
（de l

’exception de fraude à la loi

）
に
よ
っ
て
修
正
さ

れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
反
論
が
あ
っ
）
77
（

た
。
し
か
し
、
原
因
事
実
が
法
的
関
連
性
を
有
す
る
地
に
所
在
す
る
場
合
、
法
律
詐
欺
の
意

図
を
証
明
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
78
（
る
。

　
Ｂ
．
損
害
発
生
地
法
説

　
損
害
発
生
地
説
は
、
著
作
権
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
な
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
不
法
行
為
地
法
の
解
釈
を
損
害

発
生
地
法
側
に
傾
け
る
必
要
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
）
79
（

る
。
具
体
的
に
は
、
被
害
者
の
利
益
が
影
響
を
受
け
る
国
、
す
な
わ
ち
被
害
を
受
け

る
国
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
主
な
根
拠
と
し
て
、
①
著
作
物
の
伝
達
の
重
要
性
（
そ
の
後
の
利
用
に
大
き
く
関
与
す
る
た
）
80
（
め
）、
②
文
学

的
・
芸
術
的
財
産
に
お
い
て
「
過
失
」
よ
り
も
「
損
害
」
の
重
要
性
が
高
い
こ
）
81
（

と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
す
る

批
判
と
し
て
、
特
に
ユ
ビ
キ
タ
ス
侵
害
に
お
け
る
損
害
発
生
地
法
の
モ
ザ
イ
ク
的
適
用
を
も
た
ら
し
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
著
作
物

の
国
際
的
利
用
を
妨
げ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
82
（

る
。

　
Ｃ
．
近
接
性
の
原
則

　
近
接
性
の
原
則
は
、
不
法
行
為
に
お
け
る
解
決
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
損
害
発
生
地
法
の
優
先
で
は
な
く
、
特

定
の
基
準
に
よ
り
近
接
性
を
有
す
る
ほ
う
を
適
用
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
著
作
権
に
関
し
て
は
、
①
当
事
者
の
関
係
を
重
視
し
、
両
者
の

居
住
地
、
関
係
が
中
心
的
で
あ
る
場
所
、
両
者
の
活
動
や
投
資
、
主
要
市
場
な
ど
を
考
慮
し
て
、
紛
争
と
密
接
に
関
連
す
る
法
を
指
定
す
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る
見
）
83
（
解
、
②
侵
害
者
や
侵
害
の
原
因
に
焦
点
を
当
て
る
見
）
84
（
解
、
③
権
利
者
の
国
籍
、
著
作
物
の
本
国
、
さ
ら
に
は
裁
判
官
が
所
属
す
る
法

秩
序
な
ど
、
他
の
要
素
も
考
慮
す
る
見
）
85
（

解
が
あ
る
。
一
方
で
、
被
害
者
の
国
籍
や
裁
判
所
の
管
轄
が
実
質
的
意
味
を
持
た
な
い
と
す
る
見

解
）
86
（

や
、
権
利
者
の
住
所
や
居
住
地
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
見
解
も
あ
）
87
（
る
。

　
Ｄ
．
タ
ー
ゲ
ッ
ト
理
論

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
理
論
は
、
特
に
損
害
発
生
地
法
を
モ
ザ
イ
ク
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
学
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
）
88
（

る
。
こ
の

理
論
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の
場
所
に
効
果
的
に
「
向
け
ら
れ

る
」
場
合
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
基
準
と
し
て
、
使
用
さ
れ
る
言
語
、
支
払
通
貨
、
ド
メ
イ
ン
名
の
地

理
的
識
別
、
広
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
出
所
や
内
容
、
配
信
場
所
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
放
送
事
業
者
の
主
観
的
意
図
と
は
関
係
な

く
）
89
（

、
客
観
的
な
「
影
響
」
に
焦
点
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
）
90
（
る
。
こ
の
理
論
に
対
す
る
主
な
批
判
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作

権
侵
害
が
通
常
、
作
品
の
伝
達
や
ア
ク
セ
ス
可
能
性
か
ら
生
じ
る
た
め
、
実
際
に
は
そ
れ
が
表
現
で
あ
り
、
言
語
を
基
準
に
し
て
意
図
を

判
断
す
る
と
、
曖
昧
さ
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
）
91
（

る
。

3　

混
合
適
用
説

　
混
合
適
用
説
は
、
著
作
権
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
分
割
（D

épeçage

）
を
認
め
た
上
で
、
本
（
源
）
国
法
と
保
護
国
法
が
そ
れ
ぞ

れ
著
作
権
に
関
す
る
事
項
の
一
部
を
規
律
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
たLe Chant du M

onde

判
決
が
こ
の
説
を
採
用
し
て

い
る
と
一
般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
混
合
的
適
用
説
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
⑴
　
分
割
（D

épeçage

）
の
可
否
に
つ
い
て

　
一
般
的
に
は
、
著
作
権
の
準
拠
法
に
つ
い
て
分
割
（D

épeçage

）
を
認
め
る
の
は
、
国
際
的
な
判
決
の
調
和
や
著
作
物
の
国
際
貿
易
の

促
進
と
い
っ
た
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
本
源
国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
比
較
的
に
安
定
し
た
規
律
が
で
き
る
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た
め
で
あ
る
。
一
方
で
、
保
護
国
法
へ
の
単
一
連
結
を
採
用
す
る
と
、
国
ご
と
に
権
利
の
存
在
に
関
す
る
法
律
が
異
な
る
た
め
、
国
際
的

な
著
作
物
の
利
用
に
支
障
が
生
じ
る
。

　
し
か
し
、
分
割
（D

épeçage

）
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
各
国
の
実
質
法
が
権
利
の
存
在
に
関
す
る
規
定
で
大
き
く
異
な
る
と
い
う

の
は
仮
定
的
に
過
ぎ
な
い
こ
）
92
（
と
、
②
知
的
財
産
権
は
著
作
権
者
が
利
用
者
に
配
慮
し
て
付
与
さ
れ
た
一
連
の
特
権
で
あ
る
た
め
、
権
利
の

存
在
と
行
使
を
分
割
す
る
こ
と
が
人
為
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
体
系
の
統
一
性
を
否
定
し
て
い
る
こ
）
93
（

と
、
③
国
際
的
な
判
決
の
調
和

を
重
視
す
れ
ば
、
む
し
ろ
本
（
源
）
国
法
へ
の
単
一
連
結
を
採
用
し
た
方
が
望
ま
し
い
こ
）
94
（
と
、
④
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
判
決
の
調
和
が

自
明
な
こ
と
で
は
な
く
、
実
現
に
は
多
く
の
国
が
混
合
適
用
説
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
）
95
（

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
⑵
　
分
割
（D

épeçage

）
の
基
準
に
つ
い
て

　
混
合
適
用
説
に
お
け
る
分
割
（D

épeçage

）
の
基
準
に
つ
い
て
、
権
利
の
存
在
と
行
使
の
二
分
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
れ

ば
、
権
利
の
存
在
に
関
す
る
事
項
（
例
え
ば
、
著
作
物
の
保
護
可
能
性
、
権
利
者
の
確
定
、
原
始
的
帰
属
、
権
利
期
限
）
に
つ
い
て
は
本
（
源
）

国
法
が
、
一
方
、
権
利
の
行
使
に
関
す
る
事
項
（
例
え
ば
、
著
作
財
産
権
、
著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
に
関
す
る
強
制
許
諾
、
権
利
行
使
の
例
外
）

に
つ
い
て
は
保
護
国
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
⑶
　
連
結
点
を
採
用
す
る
根
拠
お
よ
び
解
釈

　
そ
れ
ぞ
れ
の
連
結
点
が
採
用
さ
れ
る
根
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
本
（
源
）
国
法
の
場
合
は
、
①
著
作
権
の
偏
在
性
と
無

方
式
主
義
に
基
づ
き
、
権
利
が
行
使
さ
れ
た
時
点
で
初
め
て
有
効
と
な
る
こ
）
96
（

と
、
②
著
作
権
は
、
法
的
関
係
が
最
初
に
法
的
価
値
を
与
え

ら
れ
た
場
所
か
ら
由
来
す
る
た
め
、
本
（
源
）
国
法
に
お
い
て
法
律
が
著
作
権
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
）
97
（

と
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
保
護
国
法
の
場
合
は
、
①
著
作
権
行
使
の
二
重
性
か
ら
不
法
行
為
地
法
が
一
定
の
地
位
が
付
与
さ
）
98
（
れ
、
②
不

法
行
為
地
法
が
保
護
国
法
と
一
致
し
て
い
る
こ
）
99
（

と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
連
結
点
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
本
（
源
）
国
法
の
場
合
は
、
著
作
物
が
公
表
（divulguée

）
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
公
表
さ
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れ
た
場
合
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、「
権
利
者
が
最
初
の
権
利
主
張
地
の
）
100
（
法
」（
積
極
的
に
権
利
主
張
を
し
な
い
場
合
は
、
最
初
の
消
極

的
な
権
利
主
張
を
す
る
地
の
法
を
適
用
す
）
101
（

る
）、
後
者
に
つ
い
て
は
、
公
表
が
行
わ
れ
た
地
の
法
と
適
用
す
）
102
（

る
。
第
二
に
、
保
護
国
法
の
場
合

は
、
著
作
権
の
積
極
的
行
使
と
消
極
的
行
使
を
分
類
し
た
上
で
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
権
利
が
主
張
さ
れ
た
地
の
法
」、
後
者
に
つ
い
て

は
「
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
地
の
法
（
＝
不
法
行
為
地
法
）」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
103
（
る
。

㈢
　
著
作
権
の
準
拠
法
に
関
す
る
個
別
の
議
論

　
本
節
で
は
、
著
作
権
に
お
け
る
特
定
の
事
項
の
準
拠
法
に
関
す
る
個
別
の
議
論
を
紹
介
す
る
。
具
体
的
に
は
、
衛
星
放
送
に
関
す
る
権

利
の
準
拠
法
、
著
作
隣
接
権
一
般
の
準
拠
法
お
よ
び
著
作
者
人
格
権
の
準
拠
法
に
つ
い
て
順
に
紹
介
す
る
。

1　

衛
星
放
送
に
関
す
る
権
利
の
準
拠
法

　
本
来
、
衛
星
放
送
に
関
す
る
権
利
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
議
論
に
お
い
て
は
発
信
主
義
と
受
信
主
義
と
の
対
立
が
存
在
し
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
条
三
項
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
一
条
、
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
二
条
、
Ｌ
．
一
二
二

の
二
の
三
条
、
Ｌ
．
二
一
七
の
一
条
お
よ
び
Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条
は
、
Ｅ
Ｕ
法
（D

irective CabSat 1

）
104
（&2

）
か
ら
国
内
法
に
移
植
し

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
発
信
に
よ
る
上
演
・
演
奏
が
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
に
よ
っ
て
規
律

さ
れ
る
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
国
際
的
な
議
論
で
採
用
さ
れ
て
き
た
発
信
主
義
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　
⑴
　
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
条
三
項

　
こ
の
規
定
は
、「
著
作
物
を
衛
星
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
は
、
上
演
・
演
奏
と
同
一
視
さ
れ
る
」
と
定
め
、
学
説
で
は
「
注
入
理
論

（théorie de l

’injection

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
が
抵
触
規
則
の
効
果
を
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
、
つ
ま
り
、
衛
星
に
信
号

を
注
入
し
た
時
点
か
ら
権
利
侵
害
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
た
め
、
権
利
侵
害
の
発
生
地
も
し
く
は
不
法
行
為
地
は
当
該
注
入
行
為
が
行
わ
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れ
る
地
と
解
釈
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
条
三
項
の
み
で
、
衛
星
放
送
に
関
す
る
権
利
に
お
け
る
抵
触
規
則
が
確
立
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
フ

ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
衛
星
放
送
が
「
複
雑
不
法
行
為
」
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
規
定
が
送
信
地
法
を

適
用
す
る
抵
触
規
則
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
、
不
法
行
為
準
拠
法
に
お
け
る
損
害
発
生
地
法
を
適
用
す
る
多
数
の
見
解
と
は
平
仄
が
合
わ

な
）
105
（
い
。
他
方
、
仮
に
衛
星
放
送
が
「
不
法
活
動
の
一
部
」
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
送
信
と
受
信
の
い
ず
れ
も
独
立
し
た
権
利
侵
害
行

為
と
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
あ
）
106
（
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
条
三
項
は
、

信
号
の
注
入
行
為
を
規
律
の
対
象
と
し
つ
つ
、
送
信
地
法
の
適
用
を
認
め
る
と
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
受
信
行
為
に
つ
い
て
は
い
か

な
る
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
隣
接
権
に
拡
大
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
、
学
説
上
の
議
論
が
あ
っ
）
107
（

た
。

　
⑵ 

　
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
一
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
二
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
三
条
、
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
条
お
よ
び
第

Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条

　
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
一
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
二
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
三
条
、
第
Ｌ
．

二
一
七
の
一
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条
は
、
一
方
的
抵
触
規
則
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二

の
一
条
、
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
二
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
一
二
二
の
二
の
三
条
は
著
作
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
一
方
、
第
Ｌ
．
二
一
七
の

一
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条
は
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、「（
略
）
こ
の
法
典
の
規
定
に

よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
」
と
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
的
抵
触
規
則
と
し
て
機
能
さ
せ
る
立
法
者
の
意
図
が
明
確
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
条
お
よ
び
第
Ｌ
．
二
一
七
の
一
の
一
条
は
、
衛
星
放
送
の
著
作
権
に
関
す
る
規
定
が
明
示
的
に
隣
接
権
に
も

拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
一
方
的
抵
触
規
則
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
全
体
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
な
基
準
を

採
用
し
て
い
る
国
の
間
で
は
、
そ
れ
を
双
方
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
も
あ
）
108
（
り
、
現
在
で
は
、
衛
星
放
送
を
発
信
地
法
に
準
拠
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さ
せ
る
と
い
う
こ
の
原
則
は
、
ほ
と
ん
ど
の
論
者
に
支
持
さ
れ
て
い
）
109
（
る
。

　
衛
星
放
送
の
著
作
権
や
著
作
隣
接
権
に
関
し
て
、
送
信
国
の
法
を
適
用
す
る
抵
触
規
則
が
認
め
ら
れ
る
と
、
次
に
そ
の
抵
触
規
則
の
解

釈
と
適
用
範
囲
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
①
送
信
国
法
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
、
権
利
の
行
使
に
限
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
権
利
の

存
在
（
保
護
可
能
性
、
権
利
者
の
確
定
や
保
護
期
間
な
ど
）
も
含
ま
れ
る
の
か
、
②
衛
星
放
送
以
外
の
伝
達
権
（droit de représentation

）（
例

え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
一
般
公
衆
送
信
）
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。

2　

著
作
隣
接
権
一
般

　
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
国
内
お
よ
び
国
際
的
な
保
護
の
発
展
は
、
著
作
権
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
著
作
権
と
は
異
な
り
、
著

作
隣
接
権
に
つ
い
て
は
「
本
国
」
法
を
指
定
す
る
条
約
上
の
根
拠
が
な
い
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
が
施
行
さ
れ
る
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法

に
お
い
て
、
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
準
拠
法
に
関
す
る
抵
触
規
則
が
な
い
た
め
、
著
作
権
自
体
に
関
す
る
国
際
私
法
の
解
決
方
法
を
著
作

隣
接
権
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
り
、
仮
に
で
き
る
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
本
（
源
）
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と

解
釈
上
の
問
題
が
生
じ
る
。
一
方
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
が
施
行
さ
れ
た
後
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
知
的
財
産
権
侵
害
に
関

す
る
八
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
⑴
　
混
合
適
用
説
（
類
推
適
用
）

　
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
お
け
る
混
合
適
用
説
を
、
著
作
隣
接
権
に
も
適
用
で
き
る
と
主
張
す
る
学
説
が
存
在
す
）
110
（
る
。
著
作
隣
接
権
の

行
使
に
つ
い
て
保
護
国
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
特
に
問
題
が
な
い
が
、
著
作
隣
接
権
の
存
在
に
つ
い
て
本
（
源
）
国
法
の
特
定
を
見
直
す

必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
こ
の
説
は
本
（
源
）
国
を
「
レ
コ
ー
ド
が
最
初
に
固
定
さ
れ
た
地
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

解
釈
は
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
三
一
一
一
の
二
条
に
由
来
す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、「
最
初
に
固
定
さ
れ
た
地
」
の
解
釈

と
し
て
、
音
楽
著
作
物
に
つ
い
て
は
「
原
始
的
音
源
が
録
音
さ
れ
た
地
」、
視
聴
覚
著
作
物
に
つ
い
て
は
「
そ
の
最
終
版
が
確
定
さ
れ
た
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地
」、
と
さ
れ
て
い
）
111
（
る
。
さ
ら
に
、「
最
終
版
が
確
定
さ
れ
た
地
」
を
確
定
す
る
た
め
に
、
行
動
の
重
心
（
例
え
ば
、
撮
影
地
、
契
約
締
結
地
、

編
集
地
な
ど
）
を
探
求
す
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
）
112
（

た
。

　
こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
①
知
的
財
産
法
第
Ｌ
．
三
一
一
一
の
二
条
の
対
象
が
報
酬
権
、
私
的
複
製
権
お
よ
び
公
平
報
酬
権
と

い
っ
た
特
定
の
権
利
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
全
て
の
隣
接
権
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
）
113
（

と
、
②
こ
の
規
定
は
、「
外
国
実
演
の
地

位
に
関
す
る
規
則
」
で
あ
り
、
抵
触
規
則
で
は
な
い
こ
）
114
（
と
、
③
「
最
終
版
が
確
定
さ
れ
た
地
」
と
い
う
曖
昧
な
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
で
、

準
拠
法
の
決
定
が
複
雑
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
）
115
（
と
、
④
著
作
権
自
体
に
関
す
る
従
来
の
学
説
を
著
作
隣
接
権
に
適
用
す
る
場
合
、
議
論

の
出
発
点
は
著
作
権
自
体
に
お
け
る
本
（
源
）
国
の
共
通
法
上
の
定
義
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
知
的
財
産
法
の
他
の
規
定
か
ら
根
拠
を
見

出
す
べ
き
で
な
い
こ
）
116
（
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
⑵
　
不
法
行
為
地
法
説

　
こ
の
説
は
、
著
作
隣
接
権
一
般
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
保
護
国
法
（
＝
不
法
行
為
地
法
）
へ
の
単
一
連
結
を
主
張
し
て
い
る
。
複

雑
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
損
害
が
発
生
し
た
地
法
を
適
用
す
る
一
方
、
例
外
と
し
て
、
衛
星
放
送
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
知

的
財
産
法
の
規
定
を
抵
触
規
則
と
し
て
適
用
し
、
原
因
事
実
発
生
地
法
（
あ
る
い
は
発
信
地
法
）
を
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
）
117
（

る
。

主
な
根
拠
と
し
て
、
①
不
法
行
為
地
法
の
適
用
は
、（
本
源
国
法
の
確
定
と
の
比
較
と
し
て
）
実
効
的
か
つ
簡
易
で
あ
る
こ
）
118
（
と
、
②
隣
接
権
に

お
け
る
本
（
源
）
国
の
確
定
が
困
難
で
あ
る
が
、
不
法
行
為
地
の
確
定
が
よ
り
容
易
で
あ
る
こ
）
119
（

と
、
③
損
害
が
発
生
し
た
地
が
権
利
者
と

経
営
者
の
双
方
に
関
連
す
る
た
め
、
予
測
可
能
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
）
120
（
と
、
④
分
割
（D

épeçage

）
を
回
避
し
、
統
一
的
な
解
決
が
図
れ
る

こ
）
121
（
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3　

著
作
者
人
格
権

　
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
そ
れ
を
①
人
格
権
一
般
の
準
拠
法
を
適
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
②
著
作
財
産
権
と
同
一
の
準
拠
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法
を
適
用
す
る
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
。
①
説
に
よ
る
主
な
根
拠
は
、
著
作
者
人
格
権
は
人
格
権
一
般
に
近
い
属
性
を
有
す
る
た

め
、
人
格
権
一
般
の
準
拠
法
（
不
法
行
為
地
法
）
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
）
122
（

る
。
②
説
に
よ
る
主
な
根
拠
は
、
著
作
財
産
権
と
著

作
者
人
格
権
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
）
123
（
と
で
あ
る
。
ま
た
、
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
つ
い
て
論
者
に
よ
っ
て
学
説
が
異
な
る
た
め
、

②
説
に
お
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
は
、
著
作
物
が
著
作
者
の
個
性
の
延
長
と
考
え
る
人
格
主
義
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
国
際
私
法

上
、
著
作
者
人
格
権
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
①
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
を
絶
対
的
強
行
法
規
（lois de police

）
と
し
て
適
用
す
る
こ
）
124
（
と
、

あ
る
い
は
②
国
際
的
公
序
に
よ
る
例
外
（exception d

’ordre public international

）
の
適
）
125
（

用
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
説
に
よ

る
共
通
の
根
拠
は
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
権
法
第
Ｌ
．
一
一
一
の
四
条
二
項
が
著
作
物
の
同
一
性
お
よ
び
著
作
者
の
地
位
を
互
恵
原
則
の

適
用
対
象
か
ら
排
除
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
修
正
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
論
理
的
構
成
が
異
な
る
。
ま
た
、
①
説
に
対
し
て
、
国
際

的
公
序
に
よ
る
例
外
を
適
用
す
る
ほ
う
が
、
外
国
法
お
よ
び
国
際
私
法
の
一
般
原
則
を
尊
重
し
て
い
る
こ
）
126
（
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
、
財
産
的
権
利
と
は
別
の
準
拠
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
分
割

（D
épeçage

）
に
つ
い
て
、
①
著
作
者
人
格
権
に
お
い
て
独
立
し
た
連
結
を
採
用
す
る
こ
と
が
、
著
作
者
の
概
念
を
精
神
的
権
利
と
財
産

的
権
利
と
い
う
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
し
ま
う
不
合
理
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
）
127
（
と
（
例
え
ば
、
職
務
著
作
の
場
合
、
創
作
者
が
精
神
的
権
利
を

有
す
る
一
方
、
雇
用
者
は
、
財
産
的
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
）、
②
著
作
権
制
度
の
一
貫
性
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
こ
）
128
（

と
、
な

ど
が
懸
念
さ
れ
る
。

㈣
　
小
　
括

1　

共
通
法
に
お
け
る
学
説
の
全
体
像

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
著
作
権
を
一
つ
の
単
位
法
律
関
係
と
し
て
、
抵
触
規
則
の
原
則
論
に
つ
い
て
論
じ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
を
単
一
の
連
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結
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
最
初
の
議
論
に
お
い
て
、
本
（
源
）
国
法
説
と
保
護
国
法
（
属
地
法
）
説
の
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
①

裁
判
実
務
に
お
け
る
外
国
人
地
位
に
関
す
る
規
定
と
抵
触
規
則
と
の
混
同
、
②
知
的
財
産
法
に
お
け
る
互
恵
原
則
の
解
釈
、
お
よ
び
③
条

約
法
に
お
け
る
本
国
法
の
部
分
的
指
定
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
混
合
適
用
説
が
強
く
主
張
さ
れ
て
き
た
。
最
近
で
は
、
保
護
国
法
説
が
有

力
と
な
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
衛
星
放
送
、
著
作
隣
接
権
お
よ
び
著
作
者
人
格
権
等
の
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
、
著
作
権
自
体
に
関
す
る
原
則
論
か
ら
派
生
し

た
個
別
の
議
論
が
進
ん
で
き
た
。
ま
ず
、
衛
星
放
送
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
で
一
方
的
抵
触
規
則
が

導
入
さ
れ
、
原
則
論
か
ら
離
れ
た
独
自
の
抵
触
規
則
が
形
成
さ
れ
た
。
次
に
、
著
作
隣
接
権
に
つ
い
て
、
国
内
お
よ
び
国
際
的
な
保
護
の

整
備
が
遅
れ
た
た
め
、
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
に
関
す
る
原
則
論
を
類
推
適
用
す
る
問
題
が
生
じ
た
。
著
作
隣
接
権
は
著
作
権
と
は
異
な

り
、
本
（
源
）
国
法
を
適
用
す
る
必
要
な
前
提
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
保
護
国
法
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
す
る
説
が
一
般
的
に
見
受
け

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
著
作
者
人
格
権
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
の
人
格
主
義
的
立
場
の
影
響
や
、
著
作
者
人
格
権
が
互
恵
原

則
の
例
外
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
単
一
の
連
結
を
設
け
る
か
、
国
際
的
公
序
に
よ
る
例
外
や
国
際
的
強
行
法
規
の
適
用
対
象
と
す
る
か
、

と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。

2　

連
結
点
の
解
釈
に
つ
い
て

　
第
一
に
、
本
（
源
）
国
法
に
つ
い
て
、
そ
の
解
釈
は
著
作
物
に
着
眼
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
差
別
禁
止
の
原
則
の
下
に
、

著
作
者
の
国
籍
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
権
法
の
保
護
上
の
差
別
を
生
じ
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
保

護
国
法
説
が
台
頭
し
、
本
（
源
）
国
法
に
関
す
る
議
論
は
停
滞
傾
向
に
あ
る
。

　
第
二
に
、
保
護
国
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
す
る
の
が
多
数
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
従
来

の
不
法
行
為
に
関
す
る
議
論
と
の
整
合
性
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
不
法
行
為
の
文
脈
で
は
、
①
単
一
の
不
法
行
為
、
②
不
法
活
動
の
一
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部
、
お
よ
び
③
複
雑
不
法
行
為
と
い
っ
た
類
型
が
存
在
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
分
析
さ
れ
て
い
る
。
著
作
権
侵
害
の
場
面
に
お
い
て
、
①
に

つ
い
て
は
特
に
解
釈
の
問
題
が
生
じ
な
く
、
②
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
各
不
法
行
為
法
が
そ
れ
ぞ
れ
属
地
的
に
適
用
さ
れ
る
が
、
事

案
の
性
質
に
よ
っ
て
単
一
の
準
拠
法
を
適
用
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
る
余
地
が
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
主
に
衛
星
放
送
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
る
。
衛
星
放
送
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
権
法
が
特
別
規
定
を
設
け
て
い
る
た

め
、
そ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
一
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
の
場
合
に
お
い
て
、
不
法
行
為
準
拠
法
の
枠
内
で
分
析
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
学
説
が
分
か
れ
て
い
る
た
め
、
今
後
の
議
論
が
重
要
と
な
る
。

四
　
結
　
論

㈠
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
方
向
性

　
以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
著
作
権
の
準
拠
法
に
つ
い
て
統
一
さ
れ
た
法
源
が
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
法
源

の
適
用
関
係
も
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
法
源
は
基
本
的
に
保
護
国
法
を
準
拠
法
と
し
て
お
り
、
学
説
に
お
け
る
議
論
に
は
共
通
性
が

あ
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
草
案
に
お
け
る
知
的
財
産
権
の
特
則
と
も
整
合
的
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
原
則
と
し
て
、
単
一
の
連
結
点
に
よ
っ
て
著
作
権
の
問
題
を
一
つ
の
国
の
法
に
送
致
す
る
こ
と
か
ら
展
開
さ
れ

て
き
て
お
り
、
原
則
論
と
関
連
す
る
個
別
の
議
論
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
に
解
釈
論
に
止
ま
ら
ず
、

立
法
論
と
し
て
も
意
義
が
あ
る
。
最
近
で
は
個
別
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
長
い
間
明
文
の
抵
触
規
則
が
な
い
状
況
の
下
で
、
ベ
ル
ヌ
条
約
が
著
作
権
の
準
拠
法
に
つ
い

て
の
法
源
と
し
て
の
優
位
性
を
保
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
今
後
も
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ベ
ル
ヌ
条
約
お
よ
び
ロ
ー
マ
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Ⅱ
規
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
共
通
法
の
学
説
の
影
響
が
見
ら
れ
、
特
に
保
護
国
法
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
す
る
判
例
や

学
説
の
立
場
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

㈡
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
第
一
に
、
著
作
権
の
原
始
的
帰
属
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
学
説
の
議
論
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
、
職
務
著
作
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
原
始
的
帰
属
の
文
脈
で
検
討
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
職
務
著
作
と
職
務
発
明
と
の
制
度
上
の
類
似
性
を
考
慮
し
た
上
で
職
務
著
作

の
準
拠
法
を
独
立
し
て
検
討
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
ま
ず
、
混
合
適
用
説
に
お
け
る
権
利
の
存
在
と

い
う
単
位
法
律
関
係
の
中
に
原
始
的
帰
属
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
上
、
職
務
著
作
が
原
始
的
帰
属
の
射
程
に
あ
る
問
題
と
し
て
論
じ
て

い
る
た
め
、
雇
用
契
約
の
準
拠
法
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
個
別
的
に
議
論
す
る
こ
と
が
多
く
な
い
。
こ
う
し
た
差
異
に
鑑
み
れ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
枠
組
み
は
日
本
法
へ
の
示
唆
の
材
料
と
な
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
混
合
適
用
説
に
関
す
る
議
論
か
ら
、

著
作
権
の
原
始
的
帰
属
に
つ
き
、
連
結
点
と
し
て
の
本
（
源
）
国
法
ま
た
は
保
護
国
法
を
採
用
す
る
妥
当
性
に
つ
い
て
も
示
唆
が
得
ら
れ

る
と
考
え
る
。

　
第
二
に
、
著
作
権
侵
害
に
つ
い
て
、
日
本
の
学
説
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
連
結
点
に
関
す
る
主
な
分
岐
は
保
護
国
法
と
不
法
行
為
地
法

の
対
立
に
あ
る
。
こ
の
点
、
保
護
国
法
を
不
法
行
為
地
法
と
解
釈
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
多
数
説
に
関
す
る
議
論
か
ら
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
考

え
る
（
特
に
、
不
法
行
為
の
類
型
に
応
じ
た
著
作
権
侵
害
の
準
拠
法
の
適
用
）。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
共
通
法
上
、
著
作
権
侵
害
に
お
け
る
不
法

行
為
地
法
の
適
用
に
関
し
て
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
損
害
発
生
地
法
の
い
ず
れ
が
優
越
す
る
か
に
つ
い
て
は
結
論
が
出
て
お
ら
ず
、
近

接
性
の
原
則
（
あ
る
い
は
、
実
質
的
関
連
性
）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
結
果
発
生
地
法
を
原
則
的
に
優
先
し
た
通
則
法
第
一
七

条
と
は
前
提
が
異
な
っ
て
い
る
。
著
作
権
侵
害
の
多
く
の
場
合
は
不
法
活
動
の
一
部
で
あ
る
一
方
、
複
雑
不
法
行
為
は
衛
星
放
送
お
よ
び

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
（
公
衆
送
信
権
侵
害
の
場
合
）
に
限
定
さ
れ
る
。
不
法
行
為
の
各
要
素
の
分
離
を
前
提
と
し
た
通
則
法
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第
一
七
条
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、「
結
果
発
生
地
」
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
の
属
地
的
な
性
格
に
従
い
、
緩
や
か
に
解
釈
す
る
ほ

か
な
い
。
ま
た
、
差
止
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
に
性
質
決
定
を
行
う
こ
と
は
準
拠
法
の
分
割
を
も
た
ら
す
が
、
そ

の
可
否
お
よ
び
国
際
私
法
上
の
根
拠
も
自
明
な
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ら
に
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
衛
星
放
送
（
あ
る
い
は
公
衆
送
信
権
）
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
権
法
は
一
方
的
抵
触
規
則
を
設
け
て
い
る
。
一
方
、

日
本
の
著
作
権
法
は
、
保
護
を
受
け
る
放
送
に
つ
い
て
第
二
節
〔
適
用
範
囲
〕
で
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
権
利
客
体
の
範
囲
を
画
定

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
抵
触
規
則
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
放
送
の
場
合
（
あ
る
い
は
公
衆
送
信
権
）

を
別
の
単
位
法
律
関
係
と
し
て
抵
触
規
則
を
設
け
る
こ
と
に
関
す
る
積
極
的
な
根
拠
を
欠
い
て
お
り
、
原
則
と
し
て
著
作
権
侵
害
の
準
拠

法
の
枠
内
で
解
釈
論
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
通
則
法
第
一
七
条
以
下
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
接
性
の
原
則
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
理
論
な
ど
を
採
用
し
た
複
雑
不
法
行
為
の
解
決
策
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
著
作
隣
接
権
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
議
論
が
少
な
い
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
特
に
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
と
の

関
係
性
に
着
眼
し
、
原
則
的
に
著
作
隣
接
権
が
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
の
射
程
範
囲
に
入
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
創
作
行
為
を
基

礎
と
し
な
い
著
作
隣
接
権
の
性
質
を
考
慮
し
つ
つ
、
原
則
論
に
お
け
る
本
（
源
）
国
法
の
適
用
を
疑
問
視
し
た
上
で
、
著
作
隣
接
権
の
準

拠
法
と
従
来
議
論
さ
れ
て
き
た
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
と
の
整
合
性
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
、
日
本
に
お
け
る
今

後
の
議
論
に
対
し
て
も
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　
第
五
に
、
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
れ
を
人
格
権
一
般
の
準
拠
法
と
著
作
権
自
体
の
準
拠
法
の
い
ず
れ

に
従
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
本
に
お
け
る
議
論
と
は
共
通
性
が
あ
る
た
め
、
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
次
に
、
職

務
著
作
に
お
け
る
著
作
者
人
格
権
の
原
始
的
帰
属
や
著
作
権
譲
渡
に
お
け
る
著
作
者
人
格
権
不
行
使
の
特
約
な
ど
の
問
題
に
関
し
、
フ
ラ

ン
ス
の
よ
う
な
著
作
者
権
制
度
を
採
用
す
る
国
で
は
特
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
際
的
強
行
法
規
あ
る
い
は
国
際
的
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公
序
に
よ
る
例
外
に
よ
っ
て
調
整
す
る
こ
と
が
唱
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

職
務
創
作
制
度
を
設
け
た
日
本
著
作
権
法
と
は
前
提
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
お
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
国
際
的
強
行

法
規
や
公
序
則
を
適
用
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
い
実
質
法
上
の
検
討
と
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
1
）  

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
①
根
拠
と
な
る
抵
触
規
則
を
ベ
ル
ヌ
条
約
に
求
め
る
見
解
（
道
垣
内
正
人
「
講
演
録
・
著
作
権
を
め
ぐ
る
準
拠
法
及
び

国
際
裁
判
管
轄
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
四
七
二
号
一
四
頁
、
田
村
善
之
『
著
作
権
法
概
説
〔
第
二
版
﹈』（
二
〇
〇
一
）
五
六
二
頁
、
金
彦
叔
「
知
的
財
産

権
と
国
際
私
法
」（
二
〇
〇
六
）
七
八
頁
等
）、
と
②
そ
れ
を
法
廷
地
国
際
私
法
に
求
め
る
見
解
（
元
永
和
彦
「
著
作
権
の
国
際
的
な
保
護
と
国
際

私
法
」
ジ
ュ
リ
九
三
八
号
五
八
頁
、
石
黒
一
憲
『
国
境
を
越
え
る
知
的
財
産
』（
二
〇
〇
五
）
一
七
七
頁
、
木
棚
照
一
『
国
際
知
的
財
産
法
入

門
』（
二
〇
一
八
）
一
七
四
頁
以
下
、
駒
田
泰
土
・
判
評
五
八
〇
号
〔
判
時
一
九
六
二
号
〕
三
六
頁
以
下
、
横
溝
大
「
知
的
財
産
に
関
す
る
若
干

の
抵
触
法
的
考
察
」
田
村
善
之
編
著
『
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
創
成
』（
二
〇
〇
八
）
四
六
〇
頁
以
下
等
）
が
対
立
し
て
い
る
。

（
2
）  

著
作
物
の
原
始
的
帰
属
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
学
説
上
、
①
条
理
に
基
づ
く
本
源
国
法
説
（
道
垣
内
正
人
＝
櫻
田
嘉
章
編
『
注
釈
国
際
私
法

（
1
）』（
二
〇
一
一
）
六
四
一
頁
〔
道
垣
内
〕）、
②
ベ
ル
ヌ
条
約
に
基
づ
く
保
護
国
法
説
（
木
棚
照
一
・
ジ
ュ
リ
一
四
四
六
号
一
二
四
頁
）、
③
国

際
的
強
行
法
規
説
（
道
垣
内
正
人
＝
櫻
田
嘉
章
編
『
注
釈
国
際
私
法
（
一
）』（
二
〇
一
一
）
三
四
頁
以
下
〔
横
溝
〕）
な
ど
が
あ
る
。
次
に
、
裁

判
例
と
し
て
、
知
財
高
判
令
和
三
・
九
・
二
九
裁
判
所W

eb

〔
令
三
（
ネ
）
一
〇
〇
二
八
号
〕（
職
務
著
作
に
つ
い
て
通
則
法
を
根
拠
に
労
働
契

約
の
準
拠
法
を
適
用
し
た
事
件
）、
知
財
高
判
平
成
二
四
・
二
・
二
八
裁
判
所W

eb

〔
平
二
三
（
ネ
）
一
〇
〇
四
七
号
〕（
映
画
著
作
物
に
つ
い

て
ベ
ル
ヌ
条
約
を
根
拠
に
保
護
国
法
を
適
用
し
た
事
件
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）  

著
作
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
学
説
上
、
ま
ず
、
①
著
作
権
の
移
転
原
因
と
な
る
債
権
行
為
と
著
作
権
の
物
権
類
似
の
支
配
関
係
の
変
動
を
区
別

し
て
そ
れ
ぞ
れ
準
拠
法
を
決
定
す
る
説
（
澤
木
敬
郎
＝
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
〔
第
七
版
〕』
二
六
〇
頁
、
木
棚
照
一
『
国
際
知
的
財
産

法
』
四
五
三
頁
以
下
、
中
西
康
ほ
か
『LEG

AL Q
U
EST

国
際
私
法
』
二
八
五
頁
な
ど
）、
と
②
そ
れ
を
区
分
せ
ず
一
括
し
て
債
権
準
拠
法
を
適

用
す
る
説
（
森
田
博
志
・
ジ
ュ
リ
一
二
四
八
号
一
四
八
頁
）
の
対
立
が
あ
る
。
次
に
、
著
作
権
の
物
権
類
似
の
支
配
関
係
の
変
動
に
つ
い
て
、
学

説
は
基
本
的
に
保
護
国
法
の
適
用
と
い
う
帰
結
に
至
る
が
、
そ
れ
を
導
き
出
す
根
拠
が
異
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
①
‐
Ａ
．
通
則
法

第
一
三
条
を
根
拠
と
し
た
見
解
（
松
岡
博
編
『
現
代
国
際
取
引
法
講
義
』
一
九
二
頁
〔
江
口
順
一
＝
茶
園
成
樹
〕、
早
川
吉
尚
・
著
作
権
百
選

〔
第
五
版
〕
二
三
五
頁
、
嶋
拓
哉
・
ジ
ュ
リ
一
五
〇
五
（
二
〇
一
七
）・
三
一
八
頁
）、
①
‐
Ｂ
．
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
を
根
拠
と
し
た
見
解
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（
松
岡
博
・
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
〇
四
（
下
）
一
三
九
頁
）、
①
‐
Ｃ
．
属
地
主
義
の
原
則
を
根
拠
と
し
た
見
解
（
木
棚
照
一
・
発
明
一
〇
六
巻
九
号

六
一
頁
、
羽
賀
由
利
子
・
九
大
法
学
九
六
号
九
三
頁
以
下
）
が
あ
る
。
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
①
‐
Ａ
の
見
解
を
採
用
し
て
お
り
、
東
京
高

判
平
成
一
三
・
五
・
三
〇
判
時
一
七
九
七
号
一
一
一
頁
、
東
京
高
判
平
成
一
五
・
五
・
二
八
判
時
一
八
三
一
号
一
三
五
頁
、
東
京
地
判
平
成
一

九
・
一
〇
・
二
六
裁
判
所W

eb

〔
平
一
八
（
ワ
）
七
四
二
四
号
〕、
東
京
地
判
平
成
二
一
・
四
・
三
〇
判
時
〔
参
〕
二
〇
六
一
号
八
三
頁
、
知
財

高
判
平
成
二
八
・
六
・
二
二
判
時
二
三
一
八
号
八
一
頁
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）  
著
作
権
侵
害
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
差
止
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
と
に
分
け
た
上
で
法
性
決
定
す
る
見
解
（
横
溝
大
・「
電
子
商
取
引
に
関
す
る

抵
触
法
上
の
諸
問
題
」
民
商
一
二
四
巻
二
号
一
七
四
頁
）
と
そ
れ
を
区
別
せ
ず
一
括
し
て
法
性
決
定
す
る
見
解
（
嶋
拓
哉
・「
著
作
権
侵
害
」『
著

作
権
百
選
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
四
二
号
二
一
五
頁
）
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
の
多
数
は
、
差
止
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
と
に

分
け
た
上
で
法
性
決
定
し
た
上
で
、
前
者
に
つ
い
て
は
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
に
基
づ
き
保
護
国
法
を
適
用
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
通
則
法
第

一
七
条
に
基
づ
き
決
定
し
て
い
る
。
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
一
六
・
五
・
三
一
判
時
一
九
三
六
号
一
四
〇
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
九
・
八
・

二
九
判
時
〔
参
〕
二
〇
二
一
号
一
〇
八
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
五
・
五
・
一
七
判
タ
一
三
九
五
号
三
一
九
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
六
・
七
・
一
六

裁
判
所W

eb

〔
平
二
五
（
ワ
）
二
三
三
六
三
号
〕、
東
京
地
判
平
成
二
六
・
九
・
五
〔
平
二
五
（
ワ
）
二
三
三
六
四
号
〕
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

他
方
、
差
止
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
を
一
括
し
て
不
法
行
為
と
法
性
決
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
二
八
・
九
・
二
八
裁
判
所

W
eb

〔
平
二
七
（
ワ
）
四
八
二
号
〕
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
5
）  

本
（
源
）
国
は
、
一
般
的
に
著
作
者
の
国
籍
や
著
作
物
の
出
版
地
な
ど
に
着
眼
し
た
連
結
点
で
あ
り
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
が
異
な
る
。

（
6
）  

保
護
国
法
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
第
五
条
二
項
に
由
来
す
る
連
結
点
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
般
的
に
属
地
法
（loi locale

）
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
が
異
な
る
。

（
7
）  

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
駒
田
泰
土
「
職
務
著
作
の
準
拠
法
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
五
号
（
二
〇
〇
五
）
二
九
頁
以

下
、
羽
賀
由
利
子
「
著
作
者
人
格
権
の
処
分
可
能
性
の
準
拠
法
に
つ
い
て
」
金
沢
法
学
六
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
七
）、A. Lucas

〔
羽
賀
由
利
子

訳
〕「
著
作
権
と
相
続
：
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
」
法
政
論
集
二
八
六
号
（
二
〇
二
〇
）
二
九
九
頁
以
下
、
羽
賀
由
利
子
「
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法

に
お
け
る
著
作
者
人
格
権
の
相
続
」
法
政
研
究
八
九
巻
三
号
（
二
〇
二
二
）
二
三
三
頁
以
下
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
8
）  Cass. civ. 1ère, 22 déc. 1959 : D. 1960, p. 93.

（
9
）  Cass. civ. 1ère, 28 m

ai 1991: RIDA 3/1991, p. 197. 

本
判
決
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
た
日
本
語
文
献
と
し
て
、
羽
賀
・
前
掲
注

（
7
）
二
四
八
頁
以
下
。



法学政治学論究　第140号（2024.3）

156

（
10
）  Cass. civ. 1ère, 5 m

ars. 2002, Sisro : JCP G
 2002, II, 10082.

（
11
）  Cass. civ. 1ère, 30 janv. 2007, Lam

ore : Propr. intell. 2007, n
o 24, p. 337.

（
12
）  Cass. civ. 1ère, 12 juill. 2012, Bull. civ. I, no 162 ; D. 2012. 1879.

（
13
）  Cass. civ. 1ère, 10 avril. 2013, n

o 11 -12. 508, 11 -12. 509 et 11 -12. 510, ABC N
ew
s c/ Etcheverry, Peyrano et M

oussus, Bull. 
civ. I, n

o 68 : D. 2013. 2004.

（
14
）  TJ Paris, 15 avr. 2022, n

o 19/8079.

（
15
）  J. P. N

IBOYET, Traité de droit international privé français, Sirey, 6 vol., 1941 -1949, t. IV, n
o 1314, P. 732.

（
16
）  PILLET, Principes de droit international privé, A. Pedone/Allier Frères, 1903, n

o 305, p. 549.

（
17
）  J. P. N

IBOYET, supra note 15, n
o 1314, P. 732.

（
18
）  T. AZZI, Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit d

’auteur en droit international privé, L. G. D. J, 2005, 
n
o 410, p. 287.

（
19
）  A. LU

CAS, JurisClasseur Civil Annexes - V
 o  Propriété littéraire et artistique - Fasc. 1911 : D

RO
IT IN

TERN
ATIO

N
AL. ‒ 

D
roit com
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